
所有者不明土地の解消に向けて

活用できる財産管理制度及び補助事業について
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１ 所有者不明農地（相続未登記農地）の問題

・所有者不明農地（不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判
明してもその所在が不明で連絡が付かない農地）は、全農地の約２割との調査結果がまと
められています。
・登記名義人が死亡した際に登記が変更されていない農地は、その農地は相続人全員の共
有となり、そのまま相続が続くとねずみ算式に相続人が増加することとなります。
・このような相続未登記状態の土地の発生を予防するため、令和６年４月から相続登記の
義務化が開始され、解消に向け令和５年４月から所有者不明土地管理制度が開始されたと
ころです。

■ 所有者不明土地の実態 ■ 相続未登記農地の実態

不動産登記簿により所有者が直ち
に判明しない土地

52.0万

、
50.9万

計 102.9万

（農地（435万ha）の23.7％）

うち遊休農地 5.8万

（所有者不明農地の６％）

519.689ha
（うち遊休農地 29,105ha）

（うち遊休農地 28,524ha）

計
（うち遊休農地 57,629ha （注３））

（注１）登記名義人が死亡していることが確認された農地。

（注２）登記名義人の市町村外転出、住民票除票の不存在等により、住民基本
台帳上ではその生死が確認できず、相続未登記となっているおそれのある農地。
（注３）相続未登記農地等における遊休農地の面積については、12市町村では
集計ができなかったため、結果に含めていません。

資料：経営局農地政策課（令和３年）「相続未登記等の実態調査」
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２ 土地改良事業における所有者不明農地の問題

【所有者不明農地により、大区画化に支障が生じた事例】

所有者不明農地が耕作放棄地となり、木が生い茂っている様子。

土地改良区の地区内
に所有者不明農地がある場合の課題

① 組合員が不明な土地が発生
② 賦課金の徴収困難、未収賦課金の発生、土地改良区の

運営への影響
③ 組合員による維持管理への影響、管理の粗放化
④ 農地の管理不全による耕作放棄地の発生、それに伴う

周辺農地への悪影響（雑草、害虫、鳥獣被害、ゴミの
不法投棄等）

土地改良事業の予定地区内
に所有者不明農地がある場合の課題

① 事業の同意取得が困難（意思確認が困難）
② 一定地域決定に際しての境界立会等が不可
③ ほ場整備実施の際に、換地に係る内諾、同意等の取得

が困難
④ 大区画化に支障（除外するといびつな形態になる）

・所有者不明農地の発生により、土地改良事業の実施に係る同意取得や担い手への農地の
集積・集約化、ほ場の大区画化のほか、土地改良区の賦課金徴収等運営に支障をきたすこ
ととなります。
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制度・補助事業名 事業主体 補助率 制度、事業内容 成果

所有者不明農地制度 農業委員会、
農地バンク

― 所有者不明農地について、農業委員会の
探索・公示手続きを経て、農地バンクへ
の利用権設定が可能となる制度

担い手が利用権設定に
より、耕作可能

長期相続登記等未了
土地解消事業

法務局 ー 長期相続登記等未了土地について、登記
官が、公共事業の実施主体からの求めに
応じて法定相続人を探索し、その結果を
登記するとともに、法定相続人を一覧化
した「法定相続人情報」を登記所へ備え
付ける事業。

裁判所への申立に必要
な法定相続人の情報が
利活用可能

土地改良区機能強化
支援事業

土地改良区
（連合含む。）

国費
50%

土地改良区が所有者不明土地管理制度を
活用し所有者不明土地対策を実施する場
合に、地区内の所有者不明土地の調査や
申立に要する経費を補助
（年数に限定なし）

所有者不明農地の売却
等が可能

経営体育成促進換地
等調整事業

都道府県、
市町村、
都道府県土連、
農協等

国費
50％等

農地整備事業予定地区内の所有者不明土
地について、財産管理制度の活用に要す
る費用を補助
（事業実施期間は原則１年間）
（※Ｒ８拡充要求中）

所有者不明農地の売却、
事業同意、境界立会等
が可能

換地経費の算定基準 ほ場整備事業の
事業主体
・都道府県
・市町村
・土地改良区等

国費
50％等 農地整備事業の実施中に、財産管理制度

の活用に要する費用を補助
（※Ｒ８拡充要求中）

所有者不明農地の売却、
不換地の同意等が可能

・所有者不明農地の解消に活用できる制度及び補助事業は下表のとおりです。

３ 所有者不明土地の解消に活用できる制度及び補助事業

３



４ 所有者不明土地の解消に活用できる財産管理制度

制度名
民法
の
条文

管理の対象

裁判所の手続 管理人の権限等

管轄裁判所 公告
管理命令

の
嘱託登記

権限の
専属

土地の
処分を
する場合

遺産分割
への参加
の可否

不在者財産管
理制度

25条
不在者の
財産全般

不在者の従来
の住所地・居
住地の家庭裁
判所

－ － －
裁判所の
許可

〇

相続財産清算
制度

952
条

被相続人の財
産全般

被相続人の従
来の住所地・
居住地の家庭
裁判所

〇 － －
裁判所の
許可

〇

所有者不明土
地管理制度

264
条の
２

個々（特定）
の所有者不明
土地
※土地にある動
産も含む。

土地の所在地
の地方裁判所

〇 〇 〇
裁判所の
許可 －

R5.4～

・財産管理制度とは、所有者が不明な場合や相続人が明らかでない場合にその財産につい
て、裁判所が選任した財産管理人が管理する制度です。
・従来は不在者財産管理制度、相続財産管理制度の２つのみでしたが、令和５年４月から
新たに所有者不明土地管理制度が開始されました。それぞれの違いは下表のとおりです。
・活用の目的、対象となる所有者不明土地の状況、管理人の権限等の違いを踏まえ、個別
事案に応じて、適切な制度を選択することが重要です。
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４ 所有者不明土地の解消に活用できる財産管理制度と補助事業

・所有者不明土地の状況及び補助事業と活用できる財産管理制度の関係は下表のとおりで
す。

〇所有者不明土地の状況による活用できる財産管理制度

〇補助事業ごとに活用できる財産管理制度
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・所有者不明土地管理制度は、対象土地に特化した管理命令制度であり、従来の財産管理
制度制度（「人単位」の管理制度）と異なり、事務作業や費用等の負担が軽減されるとと
もに、管理期間が短縮されることも期待できます。
・所有者不明土地管理管理制度の活用イメージ及び活用できるタイミングは以下のとおり
です。

５ 所有者不明土地管理制度による所有者不明農地対策

〇所有者不明土地管理制度を活用できるタイミング（例）

① 登記名義人が死亡したが、法定相続人の全員が相続を
放棄したため相続人が不存在となった場合

② 登記名義人が死亡し、法定相続人が複数人存在するが、
そのうちの何人かが所在不明である場合

③ 登記名義人の所在が長期間不明であり、あらゆる調査
をしたが所在が判明しなかった場合

④ 未登記（登記記録に「権利部（甲区）」（所有権に関
する事項）がない状態）で、表題部の所有者欄に氏名
の記載しかないため、全くその所有者を特定すること
ができない場合

⑤ 登記名義人が法人であり、法人登記簿を調査した結果、
解散していることが判明し、その代表者も死亡してい
ることが判明した場合

※②のように、複数の共有者の所在等が不明な土地であっても、複数の不明
者の持分の全てを一人の所有者不明土地管理人が管理できるため、管理命令
を複数申立てする必要はありません（１回の管理命令の申立で可能）。

〇所有者不明土地管理制度の活用イメージ
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・所有者不明土地管理人の職務（権限）は、所有者不明土地の管理（保存、利用、改良行
為等）に限定されています。
・そのため、財産処分（農地の売却や不換地の同意等）については、地方裁判所から権限
外行為の許可を受ける必要があります。

５ 所有者不明土地管理制度による所有者不明農地対策

〇所有者不明土地管理人の職務（権限）

基本的には、所有者不明土地の管理（保存、利用、改良行為）に限定

・農地中間管理機構への貸付（農地中間管理権の設定）

・境界確認の立会 など

権限外行為の許可を受けた上で、

・農地の売却

・不換地の同意 など

できること

・管理する土地以外の財産の調査

・管理する土地の所有者等の債務の弁済等（未納賦課金、未納固定資産税等）

・債務負担の名宛人となること（土地改良区は管理人に対して賦課通知を送付すること
はできません。）、遺産分割協議への参加 など

できないこと
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・所有者不明土地管理制度を活用した財産処分の主な手続きの流れは次のフロー図のとお
りです。

５ 所有者不明土地管理制度による所有者不明農地対策

〇登記簿、住民票、戸籍簿等による調査

〇申立書の作成
〇添付書類の作成（所有者・共有者の探索等に関する報告書等）

〇地方裁判所に申立書を提出
〇予納金を納付

〇管理人は、地方裁判所から権限外行為の許可を受け、財産の処
分が可能
（財産の処分）
・担い手等への土地の売却、不換地の同意 等

〇管理人は、報酬等の額が決定し、管理する財産がなくなった場
合、管理命令の取消しの上申

〇予納金から報酬等の費用に充当され、予納金に残額が生じた場
合には、その残額は地方裁判所から申立人に返還

所有者不明土地の調査

申立書の作成

地方裁判所へ
所有者不明土地管理命令の申立

所有者不明土地管理人の選任

権限外行為の申立

財産の処分

所有者不明土地管理人の
報酬等決定

管理命令の取消

予納金の返還

地
方
裁
判
所
・
所
有
者
不
明
土
地
管
理
人

申
立
人

所有者不明土地管理制度を
活用した財産処分の主な手続

具体的な対応

〇地方裁判所が管理人を選任

８
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出典：所有者不明農地の活用について：農林水産省

６ 所有者不明農地制度①

９

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html
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６ 所有者不明農地制度の活用方法②

土地改良区の地区内に所有者不明農地が発生（判明）
・未収賦課金の増加
・維持管理事業、土地改良事業の実施に支障

資格交替により、
担い手が土地改良区の組合員となることで、
・賦課金の徴収
・事業への同意
が可能。

〇課題

所有者不明農地制度の活用

【所有者不明農地制度の活用例】

農地バンクが利用権を取得し、
担い手へ貸し付け

【農業委員会による探索】

※換地を伴う土地改良事業の場合、
換地処分があることから、原則とし
て所有権移転が必要であり、この制
度の活用では対応できません。

・所有者不明農地制度の探索範囲は、登記名義人の配偶者及び子までであり、探索が簡便。
・一方、本制度は利用権の設定のみ可能であり、所有権移転を行うことはできません。
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７ 長期相続登記等未了土地解消事業①
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７ 長期相続登記等未了土地解消事業②
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７ 長期相続登記等未了土地解消事業③

✓ 本事業は、法務局が年度ごとに実施。

✓ 実施主体から法務局への要望の提出が必要。

✓ 要望の提出の方法は、次のとおり。

・都道府県又は市町村を経由して管轄の法務局の

本局登記部門（不動産登記担当）に提出する方法

・管轄の法務局に直接提出する方法

※様式は以下のリンク先（法務省）をご確認

✓ 提出した要望は、翌年度に実施される本事業の対象の選定

候補となるが、法務局では、公共の利益となる事業のうち、

当該年度において緊急性・必要性の高いものを優先的に実

施するため、選定の結果、本事業の対象とならない場合が

ある。

✓ 他の補助事業と重複がないように調整が必要。

法務省：地方公共団体など公共事業を担う皆様へ

【参考】

・本事業の対象は「公共の利益となる事業」であり、令和７年４月より「土地改良法によ
る土地改良事業」も活用可能となりました。
・土地改良事業における本事業の活用方法は以下のとおりです。

【土地改良事業における活用例】

〇土地改良事業実施前

〇土地改良事業実施中

土
地
の
調
査
中
に

長
期
相
続
登
記
未
了
土
地
が
判
明

長期相続登記等
未了土地解消事業

経営体育成促進
換地等調整事業

土地改良区機能
強化支援事業

事
業
実
施
中
に

長
期
相
続
登
記
未
了
土
地
が
判
明

長期相続登記等
未了土地解消事業

換地業務

土地改良区機能
強化支援事業

農地整備事業の
予定地区内

※土地改良区の地区内も含む

土地改良区の
地区内

土地改良事業の
予定地区

※土地改良区の地区内も含む

農地整備事業の
実施地区内

※土地改良区の地区内も含む

土地改良区の
地区内

土地改良事業の
実施地区内

※土地改良区の地区内も含む

発生地 補助事業

発生地 補助事業

解

消

解

消

【本事業の手続き】
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８ 土地改良区機能強化支援事業①

【補助事業の概要】

所有者不明農地等の解消
に向けた計画の作成

所有者不明農地等の調査・調整 所有者不明土地管理制度の活用

所有者不明農地等の解消に
向けた計画の作成
（要領別紙様式第15号）

・所有者不明土地であることを証明する
ための調査の実施

・地方裁判所への所有者不明土地管理
命令の申立に必要な資料作成

・所有者不明土地の処理の調整
（例）買い手の調整など

・所有者不明土地管理命令の申立

・予納金の納付

・その他制度の活用に当たり必要な調査等

別紙様式第15号

Ａ土地改良区
２　所有者不明土地管理制度を活用する場合

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

調査等

制度活用

調査等

制度活用

調査等

制度活用

A市C字農政 畑 畑 100
ほ場整備
事業同意

備考
事業内容

令和７年度 令和９年度

A市B町字農林 田 田 200
ほ場整備
事業同意

土地の所在
登記
地目

用途
地積
(㎡)

活用の目的

実施期間

令和８年度

令和７年度　所有者不明農地等の解消に向けた計画

ｃ
ｃ

ｃ
ｃ

・土地改良区が所有者不明土地管理制度を活用し、所有者不明農地の解消に向けた対策を実
施する場合に、その費用を補助（国費50％）します。
・補助の対象となる費用は、所有者不明管理制度を活用するために必要となる土地や相続人
の調査のほか、申立書の作成費用や申立に要する費用も対象となります。
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８ 土地改良区機能強化支援事業②

【事業実施のイメージ】

調
査
・
調
整

所
有
者
不
明
土
地
管
理
制
度
の
活
用

１
年
目

２
年
目

３
年
目

○土地改良区が、弁護士（司法書士）へ
所有者不明農地の調査から申立書の作成まで依頼

○所有者不明農地の買い手の調整

○調査の完了及び申立書の完成

○土地改良区が所有者不明土地管理命令の申立書を提出
○申立費用の納付

・申立手数料（土地１筆につき、1,000円）
・予納郵券（郵便切手5,000円～6,000円程度）
・予納金（裁判官が管理業務の内容や管理期間等を勘案した上で、具体の金額が決定）
・登録免許税（土地の不動産価格の1000分の４の金額）

○地方裁判所が管理人を選任
○管理人は、買い手からの申出により、権限外行為（売却）の申立
○管理人は、地方裁判所からの許可を受け、管理土地を売却

○管理人は、管理事務の終了を裁判所に上申（管理する財産がなくなったため）
○裁判所が管理人の報酬等決定（管理人の報酬、管理費用）
○土地改良区が、所有者不明土地管理命令の登記抹消登記の登録免許税を納付
（土地１筆につき、1,000円）

○所有者不明土地管理命令の取消（裁判所から抹消の嘱託登記）
○裁判所から予納金の残額（予納金と管理人の報酬等の差額）の返還

申立に係る費用は補助対象です。
なお、具体的な金額は、地方裁判所に
ご相談ください。

申立書の作成を弁護士（司法書士）に委任すること
により、事務の簡素化を図ることができます。
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８ 土地改良区機能強化支援事業③

【補助金事務のイメージ】

国・県 土地改良区 地方裁判所 所有者不明土地管理人

売却額のほか、予納金から充当
して報酬を支払

所有者不明土地管理命令申立

予納金納入

予納金納入通知

予納金の残額の返還

管理人の報酬請求

管理土地の売却

管理人選任

弁護士等への調査費等の支払

概算払

割当内示

決定前着手
補助金交付決定

補助金交付申請

弁護士等へ委託・委任

１
年
目

２
年
目

３
年
目

割当内示
補助金交付申請

決定前着手

権限外行為の申立

補助金交付決定

概算払

管理事務終了

返還された予納金の残額のうち
国庫補助金相当額を返還

権限外行為

権限外行為の許可

申立費用（予納金を含む）
を補助金の申請

Point２

調査、申立書の作成の費用に
ついて、補助金の申請

Point１

予納金を含む申立費用の
額で概算払

Point３

概算払請求

概算払請求

報酬額を決定

補助金返還命令

補助金の返還額の報告
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・所有者不明農地の管理事務が終了し、裁判所から申立人（土地改良区）に対し、予納金
の返還があった場合は、補助金の返還が必要な場合があります。
・補助金返還の手続は、予納金の返還が所有者不明土地管理命令の申立をした年度（補助
された年度）か、別の年度かにより、次のとおり変わります。

８ 土地改良区機能強化支援事業④

裁判所から予納金の返還があった年度が、所有者不明土地管理
命令の申立をした年度（補助金の交付を受けた年度）か

返還された予納金の額や返還時期により、次のと
おり処理

予納金の額で補助金が交付済

予納金の返還があった場合には、
１ 土地改良区 都道府県知事

要領別紙様式第16号により、実績報告
２ 都道府県知事 地方農政局長

要領別紙様式第17号により、返還された額のうち
国庫補助金相当額を返還

※予納金の返還があるまでは、毎年度、
土地改良区 都道府県知事
別紙様式第16号により、実績報告

はい（補助金の交付を受けた年度） いいえ（補助金の交付を受けていない年度）

※裁判所から追納を求められた場合は、追納分についても補
助対象となります。
なお、申立年度の翌年度以降に追納を求められた場合は、

再度追納分の補助金の交付申請をする必要がありますので、
御留意ください。
また、予算には限りがありますので、事前に都道府県又は

地方農政局までご相談ください。

１ 補助金の交付決定額の変更
 （概算払が可能）

２ 額の確定
 （精算払）（処理期間が短いので注意）
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ここまで説明した制度、事業のまとめ①

制度、事業名 事業主体 補助 制度、事業内容 成果 メリット・デメリット

所有者不明農地制度 農業委員会、
農地バンク

― 所有者不明農地について、農業
委員会の探索・公示手続きを経
て、農地バンクへの利用権設定
が可能となる制度

担い手が所有者不明
土地を利活用可能

・利用権設定はできるが、所有権は変
更できない
・農地整備事業では活用は困難（土地
改良区の維持管理、かんがい排水事業
では活用可能）

長期相続登記等未了
土地解消事業

法務局 ― 長期相続登記等未了土地につい
て、登記官が、公共事業の実施
主体からの求めに応じて法定相
続人を探索し、その結果を登記
するとともに、法定相続人を一
覧化した「法定相続人情報」を
登記所へ備え付ける事業。

要望した土地につい
て、裁判所への申立
に必要な法定相続人
の情報が利活用可能

・法定相続人の調査のみで、管理人の
選任の申立や管理命令の申立は、事業
成果を踏まえ、都道府県、土地改良区
等の利害関係人が実施
・公共事業ごとの優先度、必要性によ
り法務局が判断し採択するので、採択
されない場合がある

土地改良区機能強化
支援事業

土地改良区
（連合含む。）

国費50% 土地改良区が所有者不明土地管
理制度を活用し所有者不明土地
対策を実施する場合に、地区内
の所有者不明土地の調査や申立
に要する経費を補助
※年数に限定なし

地区内所有者不明土
地について、売却処
分等可能

・土地改良区のみ実施可能
（設立手続中は不可）
・土地の権利関係の調査から予納金を
含めた裁判所への申立に要する経費を
幅広の補助
・土地改良区が調査や申立書の作成を
弁護士等に委任する場合も補助可能

経営体育成促進換地
等調整事業

都道府県、
市町村、
都道府県土連、
農協等

国費50％
等

農地整備事業予定地区内の所有
者不明土地について、財産管理
制度の活用に要する費用を補助
※事業実施期間は原則１年間
※Ｒ８拡充要求中

事業予定地区の所有
者不明土地の売却処
分、事業同意、境界
立会等可能

・財産管理制度は幅広に活用でき、予
納金への補助もあるが事業実施期間が
原則１年間で、現時点では活用が困難
※期間延長をＲ８拡充要求中

換地経費の算定基準 ほ場整備事業の
事業主体
（都道府県、市
町村、土地改良
区等）

国費50％
等
（農地整
備事業の
補助率と
同一）

農地整備事業の実施中に、財産
管理制度の活用に要する費用を
補助
※Ｒ８拡充要求中

事業地区内の所有者
不明土地の売却、不
換地の同意等可能

・事業実施中に、事業費（換地費）に
より管理人を置くことにより、所有者
不明土地の売却や不換地処分が可能
※所有者不明土地管理制度の追加を
Ｒ８拡充要求中
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ここまで説明した制度、事業のまとめ②

やりたいこと 制度、事業名 実施主体

所有者不明農地に利用権を設定したい 所有者不明農地制度 農業委員会、農地バンク

所有者不明農地の権利関係を調査したい 長期相続登記等未了土地解消事業

土地改良区機能強化支援事業

経営体育成促進換地等調整事業

換地経費の算定基準

法務局

土地改良区

県、市町村、県土連等

ほ場整備事業実施主体

不在者財産管理人、相続財産清算人を
選任したい

経営体育成促進換地等調整事業

換地経費の算定基準

県、市町村、県土連等

ほ場整備事業実施主体

所有者不明土地管理人を選任したい 土地改良区機能強化支援事業

経営体育成促進換地等調整事業

換地経費の算定基準

土地改良区

県、市町村、県土連等

ほ場整備事業実施主体

ほ場整備事業の一定地域の確定のため、
境界確定したい

土地改良区機能強化支援事業

経営体育成促進換地等調整事業

換地経費の算定基準

土地改良区

県、市町村、県土連等

ほ場整備事業実施主体
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